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〇一次避難場所 
災害発生時に町内会ごとに集合し安否確認を行う場所。町内会ごと
に指定した、集会所や公園などの場所。 
〇二次避難施設 
災害で自宅等に住むことができなくなった方が避難する施設。主に
学校や公民館などの公共施設。 
今回はこの二次避難施設を変更します。 
〇指定緊急避難場所 
災害が発生し、又は発生する恐れがある場合にその危険から緊急的
に逃れるための避難場所。 
〇自主避難所 
台風の接近や大雨の予報により、市内への影響が予想される場合に、あ
らかじめ開設する避難所。 
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